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今年度から管理規約に則り内容を縮小して放送しておりましたが、改めて来年度の放送委員

会活動を検討した結果、緊急放送以外の一般放送の必要性、放送継続による管理組合の負担な

どを踏まえ、来年度からのラジオ放送中止を理事会に打診しました。本件は理事会で承認され、

平成 21 年度より行ってきましたラジオシーアイの放送は今年度をもって終了いたします。

これまでのラジオシーアイの役割として東日本大震災の時の計画停電の案内や、昨年の夏祭

り中止の連絡など管理組合および自治会からの連絡放送を行いましたが、今後これらは緊急放

送設備で対応可能です。お手持ちのラジオは緊急放送聴取に必要ですので、引き続き接続をお

願いします。また管理組合活動や自治会活動のお知らせは、広報委員会がホームページや管理

組合たよりで今まで通り行います。

最後に今までご聴取いただいた皆様、長い間ありがとうございました。

                           シーアイハイツ和光管理組合

日頃ハイツ内で車をご利用されておられる皆さまには、「シーアイハイツ和光駐車場使用規則」

第 11 条に規定されております「遵守事項」を守られていると存じますが、以下２点につきまし

て一層のご協力をお願いいたします。

1.徐行走行について 「駐車場使用規則第 11 条(1)」        

「敷地内は徐行すること」となっておりますが、敷地内でかなりスピードを出している車が見受けられます

ので、皆様には徐行での走行をぜひともお願いいたします。

（徐行とは、道路交通法第 2 条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定義

されております。つまり、徐行は「ぶつかりそうになったらすぐに停止できる速度」ということです。）

２．駐車マナーについて  「駐車場使用規則第 11 条(4)」

               

「指定駐車スペースに駐車し、他人の駐車スペース等他の場所には駐車しないこと」となっております。

お隣との間のマナーとして、白線内の中央に駐車していただけるようお願いいたします。

住民の方々への安全確保、また利用者間の一層のマナー遵守をお願いします。
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ラジオシーアイ放送終了のお知らせ


